
経済労働局指名業者選定委員会設置要綱 
 

 （目的及び設置） 

第１条 経済労働局が所管する委託等の契約に関する事務の公正かつ適正な執行を

確保することを目的として、経済労働局指名業者選定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務の範囲） 

第２条 委員会は次に掲げる事項について審査する。 

（１） 業者の指名選定に関すること。 

（２） 契約方法の決定に関すること。 

（３） 賃貸借に係る機種選定に関すること。 

（４） その他特に委員会に付すべき事項 

  （委員会の構成） 

第３条 委員会は、第１指名業者選定委員会及び第２指名業者選定委員会に区分し、

それぞれの名称、委員長、副委員長、委員所掌事務は次のとおりとする。 

 

名称 構成員 所掌事務 

第１指名業者 

選定委員会 

（委員長） 

経済労働局長 

（副委員長） 

産業政策部長 

（委員） 

経営支援部長 

観光・地域活力推進部長 

都市農業振興センター所長 

イノベーション推進部長 

労働・人材支援部長 

公営事業部長 

中央卸売市場北部市場長 

産業政策部庶務課長 

その他委員長が指名する者 

第２条の所掌

事務の範囲の

うち予定価格

が５００万円

以上のものを

原則として扱

う。 

第２指名業者 

選定委員会 

（委員長） 

産業政策部長 

（副委員長） 

産業政策部庶務課長 

（委員） 

産業政策部企画課長 

経営支援部経営支援課長 

労働・人材支援部担当課長〔労政・技能〕 

その他委員長が指名する者 

第２条の所掌

事務の範囲の

うち予定価格

が５００万円

未満のものを

原則として扱

う。 

 

 



 

２ 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長または委員長が

指名した委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

４ 会議の呼称は、第２条第３号について審査する際は「機種選定委員会」と呼び替

えるものとする。 

 （業者の選定基準） 

第５条 委員会は、指名業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しな

ければならない。 

（１） 不誠実な行為の有無、その他の信用状態 

（２） 過去の本市における業務実績の成績 

（３） 現在の契約業務の状況 

（４） 当該業務についての技術的適性 

（５） その他必要な事項 

（関係職員の出席） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

 （事務局） 

第７条 委員会の庶務は、産業政策部庶務課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要事項は、委員長が別

に定める。 

  

   附 則 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成５年５月２４日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成７年６月５日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成８年４月１５日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

 



 （施行期日） 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成１０年６月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。 

 （経済局指名業者選定委員会要綱の廃止） 

２ 経済局指名業者選定委員会要綱（平成 5 年 5 月 24 日経済局長専決）は、廃止する。 

  

 （施行期日） 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２５年９月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 



（施行期日） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  

 

 


